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議案第１０５号 

   財産（世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟の一部）の処分 

 上記の議案を提出する。 

    令和元年１１月２６日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定に基づき、本案を提出する。 



－2－ 

財産（世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟の一部）の処分 

 

 予定価格６０，０００，０００円以上の建物の一部を、下記のとおり売り払う。 

 

                  記 

 １ 売払いの目的 世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に係る区複合棟は、区分所有建

物であり、建設費等相当額で売払う必要があるため 

 ２ 売り払う建物 ⑴建物の所在 

東京都世田谷区松原六丁目２８６番地５の一部、１１及び

１２ 

⑵建物の構造等 

鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨・ＣＦＴ造陸屋根 地下

１階地上５階建 

⑶売払いの対象となる部分 

①一般社団法人世田谷区医師会の専有となる部分 

地下１階の一部    ２３．４６㎡ 

１階の一部      ７０．５５㎡ 

４階の一部   ２，０６６．２１㎡ 

合計      ２，１６０．２２㎡ 

②世田谷区との共用部分 ７６７．５９㎡ 

階段、駐輪場、受水槽、パイプシャフト、消火ポンプ室、

ごみ保管庫等 

 ３ 売 払 金 額 金１，２１８，８９４，５１０円 

上記金額に、建物の引渡しまでに相手方に代わって世田谷区

が負担した費用の運用益相当額を加えた額 

 ４ 売払いの相手方 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目５３番１６号 

一般社団法人世田谷区医師会 

会長 窪 田 美 幸 


